
島 根 県 報
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学校教育法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県教育委員会委員長 七五三 勝 巳

�	
����������

学校教育法施行細則の一部を改正する規則

学校教育法施行細則（昭和��年島根県教育委員会規則第��号）の一部を次のように改正する。

目次中「特殊教育」を「特別支援教育」に改める。

第��条第�項中「盲学校、ろう
ヽ ヽ
学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

第��条の見出し中「盲学校、ろう
ヽ ヽ
学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改め、同条中「盲学校、ろう

ヽ ヽ
学校又は養護

学校」を「特別支援学校」に改める。

第��条中「盲学校、ろう
ヽ ヽ
学校及び養護学校」を「特別支援学校」に、「盲学校、ろう

ヽ ヽ
学校若しくは養護学校」を「特別

支援学校」に改める。

「第�章 特殊教育」を「第�章 特別支援教育」に改める。

第��条の見出し中「盲学校等」を「特別支援学校」に改め、同条第�項中「盲学校、ろう学校又は養護学校（以下「盲

学校等」という。）」を「特別支援学校」に改める。

第�	条（見出しを含む。）及び第��条中「盲学校等」を「特別支援学校」に改める。

第�
条中「盲学校、ろう学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。

号外第��号 平成��年�月��日 (�)

� �

����

学校教育法施行細則の一部を改正する規則 （高 校 教 育 課） �

島根県立特殊教育学校規程の一部を改正する規則 （ 〃 ） �

島根県心身障害児適正就学指導委員会規則の一部を改正する規則 （ 〃 ） 


教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則の一部を改正する規則 （義 務 教 育 課） 


県立高等学校等の学校医等の公務災害補償に関する規則の一部を改正する規則 （保 健 体 育 課） �

����

教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則第��条に規定する単位の修得 （義 務 教 育 課） �

基準の一部改正

����

島根県立高等学校等修学旅行実施規程の一部改正 （高 校 教 育 課） �

県立高等学校等の教職員の服務規程の一部改正 （ 〃 ） �

�����

教育財産の管理等に関する規程の一部改正 （教 育 施 設 課） �

島根県立教育センターが実施する校内初任者研修に関する研修規程の一部改正 （高 校 教 育 課） �

����������������������������������������������������
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平成��年�月��日（金)

�� ����
（毎週火・金曜日発行）
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島 根 県 報

様式第�号中「特殊学級」を「特別支援学級」に、「普通学級」を「通常の学級」に改める。

様式第�号中「盲・ろう・養護学校」を「特別支援学校」に、「就学指導委員会の判定資料、あるいは障害の状況等を

証明する資料等」を「当該児童（生徒）の障害の状況が分かる資料」に改める。

様式第��号中「盲・ろう・養護学校」を「特別支援学校」に、「就学指導委員会の判定資料、あるいは障害の状況等を

証明する資料等」を「当該児童（生徒）の障害の状況が分かる資料」に改める。

様式第��号中「就学指導委員会の判定資料、あるいは障害の状況等がわかる資料等」を「障害の状況を含め当該児童

（生徒）の実態が分かる資料」に改める。

様式第��号中「盲学校等」を「特別支援学校」に、「盲・ろう・養護学校」を「特別支援学校」に改める。

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

島根県立特殊教育学校規程の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年	月
�日

島根県教育委員会委員長 七五三 勝 巳

������	
�����

島根県立特殊教育学校規程の一部を改正する規則

島根県立特殊教育学校規程（昭和��年教育委員会規則第号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

島根県立特別支援学校規程

第�条中「盲学校、ろう学校及び養護学校（以下「特殊教育学校」という。）」を「特別支援学校」に改める。

第�条、第	条、第�条第�項、第��条第�項、第��条第�項から第�項までの規定、第��条第�項及び第	項、第��

条第�項から第�項までの規定、第��条の�第�項並びに第��条の�第�項及び第	項中「特殊教育学校」を「特別支援

学校」に改める。

第��条第�項中「特殊教育学校」を「特別支援学校」に改め、同項第	号から第�号までの規定中「若しくは盲学校、

ろう学校又は養護学校」を「又は特別支援学校」に改める。

第��条中「特殊教育学校」を「特別支援学校」に改め、「（様式第��号）」を削り、同条に次の�項を加える。

� 前項に規定する入学願書は、様式第��号に準拠して校長が定める。

第��条中「入学については、校長は、入学者の選抜を行うことができる」を「入学者の選抜に関し必要な事項は、別に

これを定める」に改める。

第��条、第��条第�項、第
�条、第
�条第�項、第
�条第�項、第��条第�項並びに附則第�項及び第�項中「特殊教

育学校」を「特別支援学校」に改める。

様式第�号別紙�の�及び別紙�の	中「知的障害養護学校においては、知的障害養護学校の教科等の分類による」を

「知的障害者を教育する場合においては、学習指導要領に定める知的障害養護学校の教科等の分類に準拠する」に改め、

同様式別紙�の�中「盲学校、聾学校及び肢体不自由又は病弱者を教育する養護学校用」を「視覚障害者、聴覚障害者、

肢体不自由者及び病弱者を教育する特別支援学校用」に改め、同様式別紙�の�中「養護学校用」を「特別支援学校用」

に改める。

様式第��号を次のように改める｡

号外第��号 平成��年	月
�日(�)



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日 (�)

������

（注�） ※欄には、記入しないこと。

（注	） 志願者の現住所は、施設入所している場合は、その住所を記入すること。

（注�） 学歴・職歴の欄は、小学校（特別支援学校小学部）から記入すること。

年度 入 学 願 書

受 付 番 号 第�志望校 島根県立 学校 科

※ 第	志望校 島根県立 学校 科

志

願

者

ふ り が な 生 年 月 日 年 月 日生

氏 名
性
別

年
齢

歳

（ 年�月��日現在）

現 住 所
（〒 － ）

市 町
県 郡 村 番地

入学後の居住希望 自宅 ・ 寄宿舎 ・ 施設（ ）・その他（ ）

保

護

者

ふ り が な

志願者との続柄
氏 名

現 住 所

（〒 － ）
市 町

県 郡 村 番地

電 話 番 号 （ ） －

志
願
者
の
学
歴
・
職
歴

学 校 名 等 修 学 期 間 等 卒 業 等

立
小学校

学校小学部

自 年 月 日

至 年 月 日
卒 業

立
中学校

学校中学部

自 年 月 日

至 年 月 日

卒 業

卒業見込み

私は貴校に入学したいので、保護者と連名で出願します。

年 月 日

志願者氏名

保護者氏名 印

島根県立 学校長 様

受 検 票

受 検 番 号 ※

ふ り が な 性

別受 検 者 氏 名

在学（出身）学校名

検 査 場 名 ※

志 願 先 学 校 名

契
印



島 根 県 報

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

島根県心身障害児適正就学指導委員会規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県教育委員会委員長 七五三 勝 巳

������	
�����

島根県心身障害児適正就学指導委員会規則の一部を改正する規則

島根県心身障害児適正就学指導委員会規則（昭和��年島根県教育委員会規則第��号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

島根県就学指導委員会規則

第�条中「心身に障害を持つ児童・生徒等」を「障害のある幼児児童生徒」に、「県立特殊学校長」を「県立特別支援

学校長」に、「特殊教育」を「特別支援教育」に、「島根県心身障害児適正就学指導委員会」を「島根県就学指導委員

会」に改める。

第	条第�号中「判定」を「就学先の判定」に、「就学措置」を「就学」に改め、同条第	号中「特殊教育」を「特別

支援教育」に改める。

第�条第	項第�号中「心身障害児」を「障害のある幼児児童生徒」に改め、同項第�号中「特殊教育」を「特別支援

教育」に改める。

第�条第�項中「就学措置判定」を「就学指導に係る指導助言」に改め、同条第	項中「特殊教育」を「特別支援教

育」に改める。

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県教育委員会委員長 七五三 勝 巳

������	
�����

教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則の一部を改正する規則

教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則（昭和
�年島根県教育委員会規則第��号）の一部を次のように改正

する。

第	条第�項第�号中「別表第�又は別表第	」を「別表第�、別表第	又は別表第	の	」に改め、同条第	項中

「特殊教育に関する科目」を「特別支援教育に関する科目」に改める。

第�条中「第��条第	項」を「第��条」に改める。

第�
条中「第�条」を「第�条第�項」に改める。

第��条第�項中「盲学校特殊教科教諭及び聾学校特殊教科教諭」を「特別支援学校教諭自立教科教諭」に改める。

第��条第�項中「盲学校特殊教科助教諭及び聾学校特殊教科助教諭」を「特別支援学校自立教科助教諭」に改める。

様式第��号の備考第�号中「�「 盲 学 校 教 諭」�「 聾 学 校 教 諭」 又 は「 養 護 学 校 教 諭」」を「 又 は「 特 別 支 援 学 校 教

諭」」に改める。

様式第��号の備考第�号中「「 盲 学 校 助 教 諭」�「 聾 学 校 助 教 諭」�「 養 護 学 校 助 教 諭」」を「「 特 別 支 援 学 校 助 教

諭」」に改める。

� �

号外第��号 平成��年�月��日(�)



島 根 県 報

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

県立高等学校等の学校医等の公務災害補償に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県教育委員会委員長 七五三 勝 巳

��������	
���

県立高等学校等の学校医等の公務災害補償に関する規則の一部を改正する規則

県立高等学校等の学校医等の公務災害補償に関する規則（平成��年島根県教育委員会規則第�	号）の一部を次のように

改正する。

第�条中「、盲学校、ろう学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

第
条第�項中「第�条の�第�項」を「第�条の�第�項」に改め、同条第� 項中「別表第�に定める」を「第�

条の�第�項各号に掲げる」に改める。

� 


（施行期日）

� この規則は、平成��年�月�日から施行する。

（経過措置）

� この規則による改正後の県立高等学校等の学校医等の公務災害補償に関する規則第
条第�項及び第�項の規定は、

平成�	年�月�日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償

については、なお従前の例による。

� � � � � � �

�������������

教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則第��条に規定する単位の修得基準（平成��年島根県教育委員会告示

第�号）の一部を次のように改正し、平成��年�月�日から施行する。

平成��年�月��日

島根県教育委員会委員長 七五三 勝 巳

第�項を次のように改める。

� 特別支援教育に関する科目

号外第�号 平成��年�月��日 ()

受けようとする免許状の種

類

最 低 修 得 単 位 数

第�欄 第�欄 第�欄

特別支援教育の基礎理論に

関する科目

特別支援教育領域に関する

科目

免許状に定められることと

なる特別支援教育領域以外

の領域に関する科目

特別支援

学校教諭

一種免許状又は

二種免許状

�単位以上 �単位以上 �単位以上

備考

第�欄に掲げる科目の単位の修得方法は、特別支援教育領域のうち、�又は�以上の免許状教育領域（授与を受

けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域をいう。）について、それぞれ次のア又はイに定め

る単位を修得するものとする。

ア 視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域を定める免許状の授与を受けようとする場合にあっては、当
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� � � � � � �

�	
���������

県立学校

島根県立高等学校等修学旅行実施規程（昭和��年島根県教育委員会訓令第�号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県教育委員会委員長 七五三 勝 巳

第�条中「島根県立特殊教育学校規程」を「島根県立特別支援学校規程」に改める。

第�条第�号中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改める。

� �

この訓令は、平成��年�月�日から施行する。

�	
���������

県立学校

県立高等学校等の教職員の服務規程（昭和�	年島根県教育委員会訓令第
号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県教育委員会委員長 七五三 勝 巳

第��条中第
項を削り、第�項を第
項とする。

第��条第�項を削る。

第��条を次のように改める。

���� 削除

第	�条第
項中「（結核性疾患を除く。）」を削り、同条第�項を削る。

様式第号の（注）を次のように改める。

（注） 心身の故障による場合には、下記の書類を添付すること。

医師
名の診断書 各�部

様式第�号の（注）を次のように改める。

（注） 心身の故障による場合には、下記の書類を添付すること。

医師
名の診断書 各�部

� �

この訓令は、平成��年�月�日から施行する。

� � � � �

�	
������������

号外第��号 平成��年�月��日(�)

該領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目（以下「心理等に関

する科目」という。）並びに当該領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に

関する科目（以下「教育課程等に関する科目」という。）についてそれぞれ�単位以上。

イ 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）に関する教育の領域を定める免許状の授与を

受けようとする場合にあっては、当該領域に関する心理等に関する科目及び当該領域に関する教育課程等に関

する科目について合わせて�単位以上。
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本 庁

教 育 事 務 所

埋蔵文化調査センター

教 育 機 関

県 立 学 校

教育財産の管理等に関する規程（昭和��年島根県教育委員会教育長訓令第�号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県教育委員会教育長 藤 原 義 光

第�条中「、盲学校、ろう学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

� �

この訓令は、平成��年	月
日から施行する。

������	
�������

本 庁

出先機関

県立学校

島根県立教育センターが実施する校内初任者研修に関する研修規程（平成��年島根県教育委員会教育長訓令第	号）の

一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県教育委員会教育長 藤 原 義 光

第�条中「、盲学校、ろう学校若しくは養護学校」を「若しくは特別支援学校」に改める。

� �

この訓令は、平成��年	月
日から施行する。

号外第��号 平成��年�月��日 (�)
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